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１．用語の定義
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用語の定義

１ 告示

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（厚生省
告示第20号）

２ 留意事項通知

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定
居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実
施上の留意事項について（老企第36号）

３ その他

入院時情報連携加算、退院・退所加算及びモニタリングに係る様
式例の提示について
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２．改正点
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居宅介護支援における特定事業所加算の見直し
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介護保険最新情報Vol.1225 問116、117
新設された「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に
関する知識等に関する事例検討会について



入院時情報連携加算の見直し

介護最新情報Vol.1225 問118、119

医療機関へ情報提供するタイミング、算定のルールについて
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通院時情報連携加算の見直し
ターミナルケアマネジメント及び特定事業所医療介護連携
加算の見直し

【通院時情報連携加算】

主治の医師に加えて、歯科医師の診察を受ける場合に同席し、情報提
供した場合も加算を算定できるように見直しされた。

【ターミナルケアマネジメント】

対象を末期悪性腫瘍患者に限定しないこととした。

【特定事業所医療介護連携加算】

ターミナルケアマネジメントの見直しを受け、算定要件をターミナル
ケアマネジメントの算定が５回以上から、15回以上と見直しされた。
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同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
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単位数 所定単位数の95％を算定

介護報酬は、業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、
介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しされたもの。


